
第67号議案

令 和 ５ 年 ２ 月 10日 
試 験 課 

令和５年度障害者を対象とする警視庁警察行政職員Ⅲ類採用選考の 

権限の委任並びに基準及び方法の承認について 

令和５年１月23日付監.警.人２.採２第389号により警視総監から申請のあったこの

ことについて、申請のとおり権限を委任し、選考の基準及び方法を承認する。 
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項 目 内 容 

１ 概  要 令和５年度障害者を対象とする警視庁警察行政職員Ⅲ類採用選考について、職員

の競争試験及び選考の委任に関する規則第４条に基づき警視総監に委任し、同規則

第５条第１項の規定に基づき選考の基準及び方法を承認する。 

２ 委任理由 １ 募集段階から警視庁で独自の募集活動を行うことにより、警視庁に理解のある

有用な人材を確保できる。 

２ 第１次選考の一部の問題、第２次選考の評定等独自の視点で選考が実施でき、

警視庁に適した人材が確保できる。 

３ 採用を、計画的に責任を持って実施することは、警視庁にとって組織人事管理

上からも好ましく、職員全体のモラールの向上に寄与する。 

３ 選考基準 

 及  び 

  選考方法 

区 分 Ⅲ類事務 

選 考 基 準 18歳以上61歳未満で、以下のいずれかに該当する人 

・身体障害者手帳の交付を受けている人

・都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の

交付を受けている人

・児童相談所等により知的障害者であると判定された人

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

第１次選考 ・教養試験

・作  文 

第２次選考 ・口述試験（個別面接）

・身体検査

※ 年齢は、試験を行う日の属する年度の３月31日における年齢を示す。

４ 採用予定者数 （単位：人程度） 

選考区分 採用予定者数 対前年増減 

Ⅲ 類 事 務 ５ ±０ 

５ 申込受付期間 郵送：７月３日（月）から７月31日（月）まで（消印有効） 

６ 選 考 日 
第１次選考日 第１次合格発表日 第２次選考日 最終合格発表 

９月10日(日) ９月29日(金) 10月14日(土) 12月下旬 

※ 下線部分は人事委員会の実施する試験と同一日。
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監.警.人２.採２第３８９号 

令 和 ５ 年 １ 月 ２ ３ 日 

令和５年３月３１日まで保存 

東 京 都 人 事 委 員 会 

委員長  青 山  佾 殿 

警 視 総 監 

小 島 裕 史 

令和５年度障害者を対象とする警視庁警察行政職員Ⅲ類採用選考の権限委任及

び選考基準・方法の申請について 

警視庁警察行政職員Ⅲ類採用選考を下記のとおり実施したいので、職員の競争試験及

び選考の委任に関する規則第４条の規定に基づき選考に関する権限を委任していただ

きたく申請します。また、同規則第５条第１項の規定に基づき選考の基準及び方法につ

いて承認いただきたく併せて申請します。 

記 

（権限の委任） 

１ 委任を受けたい種類及び職種 

(1) 選考の種類

障害者を対象とする警視庁警察行政職員Ⅲ類採用選考

(2) 対象職種

事務

２ 委任を受けたい理由 

(1) 職員の採用を計画的に実施することが可能となり、より適正な人事管理を図るこ

とができる。 

(2) 業務内容に当庁特有の独自性、専門性が求められており、当庁独自の視点で採用

選考を実施することにより、当庁に適した人材が確保できる｡ 

(3) 当庁において独自の広報活動を行うことにより、当庁の業務に理解を有する受験

者の応募が期待でき、ひいては、当庁に理解のある優秀な人材を確保できる。 
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３ 選考の実施概要 

(1) 選考日程等

類 第一次選考日 第一次発表日 第二次選考日 最終発表日 

Ⅲ類 ９月１０日   ９月２９日 １０月１４日 １２月下旬 

選考会場は警視庁警察学校等を予定 

(2) 採用予定人員

類 採用職種 採用予定人員 

Ⅲ類 事  務 ５名程度 

(3) 受験者見込数

類 採用職種 受験者見込数 

Ⅲ類 事  務 ５０名程度 

(4) 選考の実施方法

ア 選考の基準及び方法に基づき実施し、選考終了後に結果を報告する。

イ 広報活動は当庁において実施する。

４ 採用の時期 

    令和６年４月以降欠員の状況に応じて採用する。 
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（選考の基準及び方法） 

 

１ 選考の名称 

    障害者を対象とする警視庁警察行政職員Ⅲ類採用選考 

２ 対象職種 

  事務 

３  主な受験資格 

４ 申込受付期間 
類 申込受付期間 

Ⅲ類 郵  送：７月３日（月）から７月３１日（月）まで（消印有効） 
５  選考の方法 

 (1) 第一次選考 

  ア 教養試験 

  イ 作文 

 (2) 第二次選考 

  ア 面接試験 

  イ 身体検査 

６  合格者の決定方法 

    第一次選考、第二次選考及び受験資格を総合的に判定して決定する。 

類 職種 受   験   資   格 

Ⅲ類 事務 

日本国籍を有し、昭和38年４月２日から平成18年４月１日まで

に生まれた人で、以下のいずれかに該当する人 

・身体障害者手帳の交付を受けている人 

・都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の

交付を受けている人 

・児童相談所等により知的障害者であると判定された人 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 
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